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看護職員の就業状況等について
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看護職員就業者数の推移
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資格別看護職員の就業場所（平成28年）

厚生労働省医政局看護課調べ※ 看護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師の総称
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就業場所別看護職員数の推移
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看護職員の年齢階級別就業状況
（平成18年・28年比較）
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出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室）
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年齢階級別就業者数割合（准看護師）
（平成１８年・２８年比較）

合計 286,027名合計 382,149名

出典：「衛生行政報告例」（厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室）
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都道府県別にみた人口10万対看護師・准看護師数
（人）

全国
1,227.7

平成２８年

出典：人口については平成28年10月1日現在。出典：｢人口推計｣総務省統計局
：看護師・准看護師数は厚生労働省医政局看護課調べ
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平成２８年

全国
64.3

都道府県別にみた病院の病床100対看護職員数
（人）

出典：｢病院報告｣（厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室）
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看護教育制度図(概念図)  平成29年

看護師国家試験受験資格

中学卒業

准看護師養成所･高校
※養成所は２年、高校は３年

231校 10,163人（１学年定員）

高等学校卒業

４年制大学

267校

22,656人
（１学年定員）

養成期間３年以上の
養成所・短大

576校 30,207人（１学年定員）

高校・
高校専攻科
５年一貫
教育校

78校
4,199人
(1学年定員)

養成期間２年の
養成所・短大等

152校 6,210人
（１学年定員）

助産師課程

保健師課程

3

年
以
上

看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査 ※学校養成所数・１学年定員は平成29年4月現在

保健師養成所･大学院･短大専攻科 33校 893人（１学年定員）

助産師養成所･大学院･大学専攻科/別科･短大専攻科 119校 1,858人（１学年定員）

1年

以上

34％ 45％

6％

9％

２年通信制

17校
3,780人

（１学年定員）

6％

３年以上の
実務経験又は
高等学校等卒業者

７年以上の
実務経験

保健師・助産師国家試験受験資格

准看護師試験受験資格

＜平成30年合格者数＞
保健師 6,666人
助産師 2,201人
看護師 58,682人

准看護師 17,302人
（うち准看護師学校養成所

卒業者は9,856人）

10



7,807 

8,091 

8,624 

8,615 

9,592 

9,900 

10,305 

10,560 

11,955 

12,219 

13,331 

13,364 

14,204 

14,145 

15,421 

15,000 

17,094 

16,577 

17,424 

16,874 

18,563 

17,906 

19,297 

18,627 

22,931 
20,708 

22,986 

20,488 

22,926 
20,392 

22,548 
19,958 

22,962 

20,128 

22,959 

20,352 

24,092 

20,806 

25,664 

22,597 

25,837 

23,114 

26,228 

23,604 

26,619 

24,158 

26,660 

24,050 

14,796 

13,296 

13,347 

11,772 

13,375 

12,303 

12,711 

11,592 

12,514 

11,254 

11,863 

10,914 

11,183 

10,206 

10,382 

9,472 

10,120 

9,153 

10,114 

9,303 

9,657 

8,857 

9,116 

8,371 

14,341 

12,538 

13,474 

11,381 

12,677 

10,640 

12,381 

10,561 

11,905 

10,274 

11,953 

10,200 

11,867 

10,350 

11,577 

10,200 

11,132 

9,843 

10,876 

9,543 

10,311 

9,008 

10,251 

8,947 

49,407 

45,805 

51,720 

46,253 

52,183 

47,704 

51,503 

46,968 

53,513 

48,740 

54,053 

49,429 

55,532 

50,158 

57,568 

52,058 

59,204 

54,095 

60,224 

55,179 

61,251 

56,387 

61,133 

56,150 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

看護師・准看護師学校養成所における
入学時学生数及卒業者数の推移

人

５年一貫校

２年課程養成所

２年短期大学

３年課程養成所

３年短期大学

大学

看護師学校養成所

准看護師学校養成所

左：入学時学生数

右：卒業者数

看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査

11



国家試験実施状況及び合格率の推移（年次別）

試験実施 保健師 助産師 看護師

年 月 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

平成２１年２月 12,049 11,773 97.7% 1,742 1,741 99.9% 50,906 45,784 89.9%

平成２２年２月 13,048 11,295 86.6% 1,901 1,579 83.1% 52,883 47,340 89.5%

平成２３年２月 14,819 12,792 86.3% 2,410 2,342 97.2% 54,138 49,688 91.8%

平成２４年２月 15,758 13,555 86.0% 2,132 2,026 95.0% 53,702 48,400 90.1%

平成２５年２月 16,422 15,766 96.0% 2,113 2,072 98.1% 56,546 50,232 88.8%

平成２６年２月※ 17,308 14,970 86.5% 2,079 2,015 96.9% 59,725 53,495 89.6%

平成２７年２月 16,622 16,517 99.4% 2,037 2,034 99.9% 60,947 54,871 90.0%

平成２８年２月 8,799 7,901 89.8% 2,008 2,003 99.8% 62,154 55,585 89.4%

平成２９年２月 8,207 7,450 90.8% 2,053 1,909 93.0% 62,534 55,367 88.5%

平成３０年２月 8,191 6,666 81.4% 2,230 2,201 98.7% 64,488 58,682 91.0%

（単位：人）

厚生労働省医政局看護課作成※平成２６年の看護師国家試験については、平成２６年３月実施の追加試験含む

12



復職支援、勤務環境改善に関する資料
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都道府県ナースセンターによる看護職員の復職支援を強化するため、看護師等人材確保促進法を改正（平成２７年１０月１日施行）
○看護師等免許保持者による届出制度の創設 － 看護職員が病院等を離職した際などに、連絡先等を都道府県ナースセンターへ届け出る（努力義務）

○ナースセンターの機能強化 － 復職に関する情報提供など「求職者」になる前の段階から総合的な支援、就職あっせんと復職研修の一体的実施などニーズに合ったきめ細やかな

対応
－ 事業運営について地域の医療関係団体が協議、ハローワーク等と密接な連携、支所等の整備による復職支援体制の強化

ナースセンターによる看護職員の復職支援の強化

ニーズに応じた
復職支援

医療機関等に勤務する
看護師等

離職

届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、本
人の意向やライフサイクル等を踏まえて、
積極的にアプローチして支援

【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・｢看護の日｣等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供 復職

届出データベース
「とどけるん」

助言等 連携

離職中の看護師等

・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業
しない
・定年退職後 など

支援体制
強化

より身近な地域での復
職支援体制を強化
（支所等の整備）

ハローワークや医療勤務
環境改善支援センター
等と密接に連携

都道府県看護協会が
医師会、病院団体等と
ナースセンターの事業運
営について協議

※代行届出も可

離職時の届出

都道府県ナースセンター
※看護師等人材確保促進法に基づき、看護師等への無料の職業紹介等を
実施する、都道府県知事が指定する法人
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看護師等免許保持者の届出制度による届出の状況
届出者の就業状況

（人）

届出者の年齢分布

届出者数

2年11ヶ月計80,884人

平成30年8月末現在
※届出制度は平成27年10月1日施行

（人）

離職届出者のうちの就職者数 7,002人
中央ナースセンター調べ
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（平成２９年３月現在 全都道府県においてセンター設置済み）

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成26年10月1日施行）に基づき、

医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジ

メントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を支援するガイドラインを国で策定。

医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援センター）を各都道府県で

整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。

医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）を促進。

勤務環境改善に取り組む医療機関

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが
集まり協議

計画策定

ガイドラインを参考に
改善計画を策定

現状の分析

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示）
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班）

「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例
 多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
 医師事務作業補助者や看護補助者の配置
 勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
 院内保育所・休憩スペース等の整備
 短時間正職員制度の導入
 子育て中・介護中の者に対する残業の免除
 暴力・ハラスメントへの組織的対応
 医療スタッフのキャリア形成の支援 など

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が
連携して医療機関を支援

センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援

課題の抽出

改善計画の策定

医療従事者の勤務環境改善の促進

16



○ ４７都道府県で設置済み（平成３０年度の設置形態は以下の通り）

・直 営 ：２４ 青森県、岩手県、秋田県、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、

（一部委託含む） 東京都、神奈川県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、兵庫県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

福岡県、長崎県、大分県

・委 託 ：２３ 県医師会：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、福井県、

三重県、鳥取県、岡山県、佐賀県、熊本県、宮崎県、

沖縄県

県病院協会：滋賀県、奈良県、和歌山県

私立病院協会：京都府、大阪府

日本医業経営コンサルタント協会：愛媛県、鹿児島県

北海道総合研究調査会：北海道

県労災指定医協会：愛知県

県医療再生機構：高知県

各都道府県における医療勤務環境改善支援センターの設置状況

17



勤務環境に関する資料
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離 職 率 比 較

常勤看護職員と他産業

12.3 12.4 12.6 
11.9 

11.2 11.0 10.9 11.0 11.0 10.810.910.9

0

5

10

15

20

25
常勤看護職員
一般労働者（産業計）
一般労働者（女性）
一般労働者（医療・福祉）
介護職員

新卒者比較

9.3 9.2 9.2 8.9 8.6 8.1 7.5 7.9 7.5 7.5 7.8 7.6 

15.0 14.6 
13.0 

12.2 
11.5 

12.5 
13.4 13.1 12.8 12.3 11.9 11.3 

19.5 19.8 
18.7 

18.0 
17.1 

18.0 18.6 18.8 18.9 18.3 18.0 17.4 

0

5

10

15

20

25

新卒看護職員 新規大学卒 新規短大卒

出典：看護職員は「病院看護実態調査」（日本看護協会）
：一般労働者（産業計、女性、医療・福祉）は「雇用動向調査」（厚生労働省）
：介護職員は「介護労働実態調査」（（財）介護労働安定センター）
：新卒者は「新規学卒者の離職状況に関する資料一覧」（厚生労働省）

（％） （％）
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看護職員として退職経験のある者の退職理由

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

その他

看護職員にむかなかったため

定年退職のため

キャリアアップの機会がないため

教育体制が充実していないため

責任の重さ・医療事故への不安があるため

夜勤の負担が大きいため

給与に不満があるため

休暇がとれない・とりづらいため

超過勤務が多いため

人間関係がよくないから

他分野（看護以外）への興味

他施設への興味

進学のため

通勤が困難なため

家族の健康問題・介護のため

本人の健康問題のため

結婚のため

出産・育児のため（主な理由３つまで）

（ｎ＝11,999）

出産・育児のため（22.1%）が最も多く、次いでその他（19.7%）、
結婚のため（17.7%）、他施設への興味（15.1%）

（％）

出典：「看護職員就業状況等実態調査」（平成２２年度）（厚生労働省医政局看護課） 20



働き方・休み方に関する資料
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看護職員の月当たりの時間外労働時間

0時間
18.4%

0時間超～
5時間以下

29.9%5時間超～
10時間以下

21.6%

10時間超～
20時間以下

18.9%

20時間超～
50時間以下

10.0%

50時間超
1.2%

平均：10.3時間

単位：％

出典：平成29年度厚生労働省医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書

n=5,106

病院 0時間
0時間超～
5時間以下

5時間超～
10時間以下

10時間超～
20時間以下

20時間超～
50時間以下

50時間超

計 18.4% 29.9% 21.6% 18.9% 10.0% 1.2%

20代 8.9% 31.4% 25.1% 22.2% 11.0% 1.4%

30代 15.8% 30.3% 21.9% 20.5% 10.6% 1.0%

40代 19.9% 30.0% 21.0% 18.2% 9.6% 1.3%

50代 25.6% 28.1% 19.9% 16.0% 9.4% 1.0%

60代以上 39.9% 27.7% 15.0% 10.4% 5.8% 1.2%

0時間
29.5%

0時間超～
5時間以下

39.3%

5時間超～
10時間以下

17.1%

10時間超～
20時間以下

8.7%

20時間超～
50時間以下

4.9%

50時間超
0.5%

病院 有床診療所

平均：5.9時間

n=573
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時間外労働の主な理由

10.3%

6.5%

63.9%

14.8%

12.9%

40.7%

37.3%

16.0%

14.0%

14.6%

37.9%

44.3%

46.8%

82.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

その他

他職種・他機関との連絡調整

手術や外来対応等の延長

勤務開始前の準備

会議・勉強会・研修会等への参加

緊急対応

記録・報告書作成や書類の整理

病院（ｎ＝4,289）

有床診療所（ｎ＝418）

時間外労働の主な理由は、病院は「記録・報告書作成や書類の整
理」、有床診療所は「手術や外来対応等の延長」の比率が高い。

出典：平成29年度厚生労働省医療分野の勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書 23



０日
9.0%

１～４日
12.6%

５～８日
14.7%

９～12日
21.3%

13～20日
31.6%

21日以上
10.8%

n=620

看護職員の有給休暇取得日数

【出典】「年次有給休暇取得日数推移」の看護職員及び「有給休暇取得日数（2016年）」は、平成29年度厚生労働省医療分野の勤務環境
改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査・研究事業報告書
「年次有給休暇取得日数推移」の産業計は、「平成29年就労条件総合調査」（厚生労働省）

（日）

＜年次有給休暇取得日数の推移＞

病院 ０日
１～
４日

５～
８日

９～
12日

13～
20日

21日
以上

計 6.0 18.4 25.4 22.2 20.6 7.3 

２０～３０歳未満 9.3 22.0 26.3 22.9 14.4 5.0 

３０～４０歳未満 6.3 18.7 25.3 21.0 21.6 7.0 

４０～５０歳未満 5.2 16.8 26.5 23.5 20.4 7.7

５０～６０歳未満 3.7 18.5 23.8 21.5 23.7 8.9 

６０歳以上 5.5 10.9 19.7 20.2 33.9 9.8 

０日
6.0%

１～４日
18.4%

５～８日
25.4%

９～12日
22.2%

13～20日
20.6%

21日以上
7.3%

n=5,580

8.8 8.8 9.0
8.5

9.1

10.3

12.5

0

2

4

6

8

10

12

14

2014年 2015年 2016年

産業計 看護職員（病院） 看護職員（有床診療所）

＜年次有給休暇取得日数（2016年）＞

病院 有床診療所
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看護師等の平均夜勤回数の推移

（回）

【出典】「1993年、1997年、2001年、2005年、2009年、2013年、2017年看護職員実態調査」（日本看護協会）

8.7 8.4 8.3 8.4 8.4 8.1 7.9

5.1
4.5 4.7 4.8 4.6 4.6 4.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1993年 1997年 2001年 2005年 2009年 2013年 2017年

三交代及び変則三交代制 二交代及び変則二交代制
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10.4%

9.0%

5.2%

4.8%

4.3%

4.0%

3.7%

3.5%

3.2%

2.8%

2.5%

2.3%

2.2%

2.0%

1.8%

1.6%

1.5%

1.4%

1.2%

1.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

ナースコール・センサーマットの応答

日々の看護記録

排泄介助

看護師間の申し送り

観察

患者の情報収集

バイタルサインの測定

食事の世話

点滴の投与・管理

体位交換

薬剤の準備

看護師間の報告・連絡・相談

内服薬の投与

検査の準備・実施・片付け（採血・Ｘ－Ｐ等）

身体の清潔

身の回りの世話

薬剤の残薬確認・処方依頼・セット

排泄・廃液量の観察・入力（尿・ストマ・ドレーン等）

心理的ケア（話を聞く、寄り添う等）

薬剤のミキシング

病院における看護業務の実態

○ 病院における看護業務として割合の高い行為は、「ナースコール、センサーマットの応答」「日々の看護記録」「排泄介助」等である。
○ 「日々の看護記録」「看護師間の申し送り」「患者の情報収集」等、情報共有や情報収集に係る業務が高い割合を占めている。

 総業務時間における各業務時間の占める割合（1.0％以上を占める業務を抜粋）

医政局看護課調べ（試行調査）

 対 象 【タイムスタディ】 協力の同意を得られた8医療機関、10病棟において、各勤務帯で3名、合計210名
【質問紙調査】 10病棟のすべての看護師187名

 方 法 【タイムスタディ】 対象看護師の勤務時間帯において看護業務に要した累積時間を10分単位で自記式にて調査票に記入
【質問紙調査】 タイムスタディで使用した各看護業務項目について、主観的な移譲の可能性を回答



19.5%

15.7%

13.8% 13.3%
11.9% 11.4%

10.0% 9.5%
8.6% 8.1% 8.1%

7.1%
6.2% 6.2% 5.7% 5.2% 5.2% 5.2%

0.2% 0.3%

4.0%

0.2% 0.1%
0.4% 0.3%

4.8%

0.1%

2.3%

1.0%

0.1%

3.7%

0.3%
0.6%

0.1% 0.1% 0.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

全看護師に占める割合 総業務時間に占める割合

○ ICTに移管できると回答した者の割合が高い業務は、「入院時オリエンテーション」「入院時アナムネーゼ」「患者の情報収集」等であり、情報収
集に関する業務が多い。

 ICTに移管可能な看護業務（すべての看護師のうち「ICTに移管できる」と回答した者の割合が 5.0％以上を占める業務を抜粋）

医政局看護課調べ（試行調査）

看護業務のICTへの移管の可能性



77% 75% 75% 75% 75% 75% 73% 73% 72% 71% 71% 70% 70% 69% 69% 69% 68% 68% 68% 68% 67% 66% 66% 66% 64% 64% 63% 62% 61% 61% 60%

0.1%
0.7% 0.7%

1.8%

5.2%

3.5%
2.8%

0.2%

1.6% 1.5%
0.9% 0.6% 0.4%

0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

1.0%

0.0% 0.1%

10.4%

0.1% 0.1% 0.2%
0.7%

0.1% 0.0% 0.2%

1.2% 1.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

全看護師に占める割合 総業務時間に占める割合

○ 他職種に移管できると回答した者の割合が高い業務は、「リネン交換」「環境整備」「行為」「身体の清潔」等であり、患者のケアに関する業務
が多い。

 他職種に移管可能な看護業務（すべての看護師のうち「他職種に移管できる」と回答した者の割合が60％以上を占める業務を抜粋）

医政局看護課調べ（試行調査）

看護業務の他職種への移管の可能性

患者のケア



都道府県の医療計画における
看護職員需給推計の記載状況
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○ 独自に看護職員の需給推計を実施

○ 国の推計が出るとの記載

（平成30年度中に推計予定の県を含む）

○ 推計に関する記載無し

30

都道府県の医療計画における看護職員需給推計の記載状況

４県

２３県

２０県



地域医療構想について
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都
道
府
県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択
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医療機能の選択に当たっての基本的な考え方

（ある病棟の患者構成イメージ）

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか１つ選択して報
告することとされているが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院してい
ることから、下図のように当該病棟でいずれかの機能のうち最も多くの割合
の患者を報告することを基本とする。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

各々の病棟については、

として報告することを基本とする。

「回復期機能」

「急性期機能」

「慢性期機能」

「高度急性期機能」

回復期機能の患者

高度急性期機能の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現状」
と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期
機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、

小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に
高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リ
ハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回
復期機能を選択できる。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能
を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択
すること。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の
役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択すること。

病床機能報告における４医療機能について
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○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、
医療を提供する機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向け
て、診療密度が特に高い医療を提供する機能高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能
 特殊疾患入院医療管理料

 特殊疾患病棟入院料

 療養病棟入院基本料

 救命救急入院料

 特定集中治療室管理料

 ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料

 脳卒中ｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料

 小児特定集中治療室管理料

 新生児特定集中治療室管理料

 総合周産期特定集中治療室管理料

 新生児治療回復室入院管理料
急性期機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治

療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療
室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を
提供する病棟

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の
意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は
難病患者等を入院させる機能

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療
やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部
骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を
目的としたリハビリテーションを集中的に提供す
る機能（回復期リハビリテーション機能）。

 地域包括ケア病棟入院料（※）

※ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が
主に回復期機能を提供している場合は、回
復期機能を選択し、主に急性期機能を提供
している場合は急性期機能を選択するな
ど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に
照らして、医療機能を適切に選択。

特定入院料等を算定する病棟については、一般的には、次のとおりそれぞれの機能として報告するものとして取り扱う。
その他の一般入院料等を算定する病棟については、各病棟の実態に応じて選択する。

 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料

特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い
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在宅医療の整備目標の設定プロセスについて①（全体像）

○ 2025年に向け、在宅医療の需要は、「高齢化の進展」や「地域医療構想による病床の機能分化・連携」に伴い、大き
く増加することが見込まれている。

○ 第７次医療計画・第７期介護保険事業（支援）計画では、増大する需要に対応する在宅医療・介護サービスを確保す
るため、都道府県と市町村が連携・協議し、両計画に段階的な目標・サービス見込み量を設定することとした。

将来必要となる訪問診療の需要に対応するための段階的な目標として、
平成32、35年度末※における訪問診療を実施する医療機関数に関する数値目標と、その達成に向けた施策を設定

第７次医療計画での対応

※平成35年度末の目標は、第８期介護保険事業（支援）計画に合わせ、医療計画の中間見直しにおいて設定
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在宅医療の整備目標の設定プロセスについて②（追加的需要への対応）

「第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」抜粋（平成29年８
月10日厚生労働省医政局地域医療計画課長・厚生労働省老健局介護保険計画課長・厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知）

３ 医療計画における在宅医療の整備目標について
（２）追加的需要に対する在宅医療の考え方

介護施設・在宅医療等の追加的需要は、基本的に療養病床からの移行によるものである。地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法
等の一部を改正する法律により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が平成35年度末とされ、新たなサービス類型として介護医療院が創設
されたことから、療養病床からの移行分としては、まずは、医療療養病床及び指定介護療養型医療施設から介護医療院等の介護保険施設への
移行を念頭に置く必要がある。（中略）

このため、「第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の策定に係る医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設か
らの転換意向の把握について」（平成29年８月10日厚生労働省医政局地域医療計画課・老健局介護保険計画課事務連絡）に基づき、都道府県
と市町村の連携の下で把握する介護保険施設等への移行の意向を踏まえる必要がある。具体的には、医療療養病床については意向調査により
把握した平成32年度末、平成35年度末時点の見込み量を医療療養病床からの追加的需要の下限として設定することとし、指定介護療養型医療
施設については意向調査により把握した平成32年度末時点の見込み量を指定介護療養型医療施設からの追加的需要の下限として設定（平成35
年度末時点においては指定介護療養型医療施設の全数に相当する数を追加的需要として設定）すること。

2025年の推計における追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられるが、２(２)により比例的に算出した追加
的需要分に満たない部分は、その他の介護施設･在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについて
は、以下のような資料を参考としつつ、今後、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、これまでの在宅医療･介護サービス基盤の
整備状況、今後の病床機能の分化･連携及び地域包括ケアシステムの深化・推進を踏まえた将来の在宅医療･介護サービス基盤の在り方等を踏
まえて、在宅医療と介護保健施設との間でその対応する分を按分した上で、在宅医療の整備目標に反映させること。この際、都道府県と市町
村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下については、基本的に現状の退院先等を参考とするものであることに留意が
必要である。

ア）患者調査や病床機能報告における療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつつ、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。
イ）各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の訪問診療や介護サービスの利用況等を把握し、必

要な在宅医療や介護サービスを検討する。
ウ）その他、各市町村における独自アンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用して、必要な在宅医療・介護サービスを検討する。

○ 特に、「地域医療構想による病床の機能分化・連携」に伴い生じる「介護施設・在宅医療等の追加的需要」に対する
受け皿については、療養病床から介護施設への転換意向調査の結果や、既存の統計データ等を活用しながら、都道府県
と市町村等の協議の場における協議を経て、サービスごとの目標を設定していくこととした。
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29 30年度 31 32 33 34 35 36 37 38年度

第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画

地域医
療構想

追
加
的
な
介
護
施
設
や

在
宅
医
療
等
の
需
要

Ｃ３
未満

医療
区分１
70％
＋

地域差
解消分

追加的需要に対する医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量のイメージ

①

②

＝

約30万人

医療計画、介護保険事業（支援）計画におけるサービス需要の考え方

①
既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人ホームへ移行することにより、介護
サービスが受け皿となる分（介護療養型医療施設については移行前後で介護サービスとしての受け皿であることに変わりはない）

②
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人
ホームが受け皿となる分

③
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、在宅医療及び介護サービス（在宅サービス・居
住系サービス）が受け皿となる分
（既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、特定施設入居者生活介護等に移行する場合も含む）

④
外来が受け皿となる分（介護サービスについては、利用者の状態像が明らかではなく必ずしも定量的な介護サービスの受け皿の推
計ができるわけではない）

③

④
H32時点の追加的需要
を比例的に推計
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29年度 30 31 32 33 34 35 36 37 38年度

第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画 第９期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画地域医
療構想

在宅医療の整備目標の設定プロセスについて③（追加的需要に対応する目標の中間見直しについて）

33～35年（第８期）
の整備目標

30～32年（第７期）
の整備目標

第７期の取組

達成できなかった分は
第８期目標に上乗せ

介護医療院等へ
の転換分

第７期での取組が不十分な場合、
第８期で整備が必要となる量がよ
り上乗せされる場合がある。（最
大で★印まで上乗せ）

介護施設

在宅医療

医療
区分
１

70％

+
地域
差解
消分

★

○ 在宅医療の整備目標について、医療計画の中間年及び第７期介護保険計画の終期において見直すこととし、
その際、協議の場を活用して実績を評価した上で、次の整備目標に反映することを基本とする。
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介護保険事業計画について
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○都道府県知事は、
介護保険施設等に
ついて、必要定員
総数を超える場合
に、指定等をしな
いことができる。

○ 区域（老人福祉圏域）の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設

入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意）

○ 市町村が行う介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標 ○ その他の事項

○保険料の設定

○市町村長は、地域
密着型の施設等に
ついて、必要定員
総数を超える場合
に、指定をしない
ことができる。

○ 区域（日常生活圏域）の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 ○ その他の事項

○ 介護保険法第１１６条第１項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律に規定する
総合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

国の基本指針(法第116条）、平成30年厚生労働省告示第57号

基盤整備

市町村介護保険事業計画(法第117条) 

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○ 保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業（支援）計画を策定している。

保険料の設定等

介護保険事業(支援)計画について

41



介護保険制度における市町村及び都道府県の役割

介護保険法（平成９年法律第123号）
（国及び地方公共団体の責務）
第五条 （略）
２ 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
３ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状
態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に
関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

介護保険制度では、市町村を保険者としつつ、国、都道府県等が、役割に応じて市町村を重層的に支える仕組
みとなっている。

○ 介護保険制度創設時に、介護サービスの地域性や市町村の老人福祉や老人保健事業の実績、地方分権等
の流れを踏まえ、国民に最も身近な行政単位として、介護保険の保険者とされた。
○ ３年を一期として介護保険事業計画を策定し、サービスの見込み量の推計等を行うとともに、保険料を設定。

市町村の役割

○ 介護保険法第５条において、「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切
な援助をしなければならない」とされており、介護保険事業の保険給付の円滑な実施の支援のための介護保険
事業支援計画を策定
○ その他、財政安定化基金の設置、報告徴収の実施、事業者の指定、費用負担等、給付と負担の両面におい
て役割を担っている。

都道府県の役割
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第5期計画
2012
～2014

2025（H37)

第９期計画

2024
～2026

第８期計画

2021
～2023

2015（H27)

第７期計画

2018（H30)
～2020

第６期計画

2015
～2017

＜介護保険事業計画に2025年までの見通しを記載＞

団塊世代が75歳に

○ 介護保険の理念である高齢者の自立支援・重度
化防止等に向けた各市町村の取組を推進するため、
実態把握・課題分析を踏まえ、地域における共通
の目標を設定し、関係者間で共有するとともに、
その達成に向けた具体的な計画を作成すること。

○ 平成30年度以降、計画作成・見直しのサイクル
が一致となる医療計画との整合性の更なる確保。

○ 「介護離職ゼロ」に向けた、介護をしながら仕
事を続けることができるようなサービス基盤の整
備。

医療計画
2018（H30) ～2023

中間年で見直し

現行の医療計画
2013～2017

○ 2025年に向け、第５期で開始した地域包括ケア
実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療介護
連携等の取組を本格化。

○ 2025年までの中長期的なサービス・給付・保険
料の水準も推計して記載し、中長期的な視点に
立った施策の展開を図ることとする。

地域医療構想（2025年まで）
（参考）医療計画のスケジュール

第７期計画の改正点第６期計画の改正点

団塊世代が65歳に

第６期及び第７期介護保険事業計画の改正点
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第７期介護保険事業計画の策定プロセスと支援ツール

介護サービスの
給付状況の把握

事業者参入意向調査

介護保険事業計画策定

将来推計人口
認定率の伸び
利用率の伸び

介護サービス提供能力調査

介護サービス利用意向調査

自然体推計

計画策定のための調査手法

市町村計画作成委員会において検討

《「見える化」
システム》

基
礎
調
査
・地
域
ケ
ア
会
議
・

地
域
間
比
較

関
係
者
と
の
議
論
を

踏
ま
え
た
計
画
の
策
定

介護予防・日常生活圏域
ニーズ調査

反映

どのような保険料水
準でどのようなサー
ビス水準を目指すの
かの判断と合意形
成、認識の共有

将来推計（素案）

地域ケア会議を活用した地域課題の
把握、社会資源の活用

地域ケア会議 反映

反
映

自然体推計の算出

要介護状態になる前の高齢者のリスクや
社会参加状況を把握し、地域診断に活用

要介護認定データと組み合わせることに
より、介護者の就労継続や在宅生活の継
続に効果的なサービス利用等を把握・分
析

他地域や全国の給付状況、
サービスのバランス等との比較

反映 現状分析
機能

推計ツール

地域診断
支援情報
送信ソフト

施

策

反

映
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第７期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み

※１）2017年度の数値は介護保険事業状況報告（平成29年12月月報）による数値で、平成29年10月サービス分の受給者数（１月当たりの利用者数）。
在宅介護の総数は、便宜上、同報の居宅介護支援・介護予防支援、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスの受給者数の合計値。
在宅介護の内訳について、ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟは訪問介護（予防給付、総合事業への移行分は含まない。なお、予防給付を含んだ場合は、119万人）、訪問リハ（予防給付を含む。）、
夜間対応型訪問介護の合計値。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽは通所介護（予防給付、総合事業への移行分は含まない。なお、予防給付を含んだ場合は229万人）、通所リハ（予防給付を含む。）、
認知症対応型通所介護（予防給付を含む。）、地域密着型通所介護の合計値。ｼｮｰﾄｽﾃｲは、短期入所生活介護（予防給付を含む。）、短期入所療養介護（予防給付を含む。）の合計値。
居住系サービスの特定施設及び介護施設の特養は、それぞれ地域密着型サービスを含む。

※２）平成32(2020)年度及び平成37(2025)年度の数値は、全国の保険者が作成した第７期介護保険事業計画における推計値を集計したもの。
なお、在宅介護の総数については、※１と同様の方法による推計値。

○　介護サービス量

在宅介護 343 万人 378 万人 (10%増) 427 万人 (24%増)

うちホームヘルプ 110 万人 122 万人 (11%増) 138 万人 (26%増)

うちデイサービス 218 万人 244 万人 (12%増) 280 万人 (28%増)

うちショートステイ 39 万人 43 万人 (9%増) 48 万人 (23%増)

うち訪問看護 48 万人 59 万人 (22%増) 71 万人 (47%増)

うち小規模多機能 10 万人 14 万人 (32%増) 16 万人 (55%増)

うち定期巡回・随時 1.9 万人 3.5 万人 (84%増) 4.6 万人 (144%増)

　　対応型サービス

うち看護小規模多機能型居宅介護 0.8 万人 2.1 万人 (172%増) 2.9 万人 (264%増)

居住系サービス 43 万人 50 万人 (17%増) 57 万人 (34%増)

特定施設入居者生活介護 23 万人 28 万人 (21%増) 32 万人 (41%増)

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 20 万人 22 万人 (13%増) 25 万人 (26%増)

介護施設 99 万人 109 万人 (10%増) 121 万人 (22%増)

特養 59 万人 65 万人 (11%増) 73 万人 (25%増)

老健（＋介護療養等） 41 万人 43 万人 (7%増) 48 万人 (18%増)

平成29(2017)年度

実績値 ※1

平成32(2020)年度
推計値 ※2

平成37(2025)年度
推計値 ※2
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これからの精神保健医療のあり方
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これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書概要（抜粋）
（平成29年2月8日）

（３）精神病床のさらなる機能分化

○ 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体
制の基盤を整備することによって、 地域生活への移行が可能であるこ
とから、平成32年度末（第5期障害者福祉計画の最終年度）、平成37
（2025）年の精神病床における入院需要（患者数）及び、地域移行に伴
う基盤整備量（利用者数）の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備
を推進することが適当。
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１．新たな地域精神保健医療体制のあり方について



障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号）【最終改正 平成29 年厚生労働省告示第百十六号】の別表第四

項 式

一 ΣＡ１Ｂ１×α×β＋ΣＡ２Ｂ１×γ

二 ΣＣ１Ｂ２×α×β＋ΣＣ２Ｂ２×γ

三 ΣＡ３Ｂ３×（１－α×β）＋ΣＡ４Ｂ３×(１－γ)

備考
この表における式において、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｃ１、Ｃ２、α、β、γは、

それぞれ次の値を表すものとする。

Ａ１ 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者
（認知症である者を除く。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率

Ａ２ 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者
（認知症である者に限る。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率

Ａ３ 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者（認知症である者
を除く。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率

Ａ４ 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者（認知症である者
に限る。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率

Ｂ１ 当該都道府県の区域における、平成三十二年における六十五歳以上の性別及び年齢階級別の推計人口
Ｂ２ 当該都道府県の区域における、平成三十二年における六十五歳未満の性別及び年齢階級別の推計人口
Ｂ３ 当該都道府県の区域における、平成三十二年における性別及び年齢階級別の推計人口
Ｃ１ 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者

（認知症である者を除く。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率
Ｃ２ 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所を有する者

（認知症である者に限る。）に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の入院受療率
α 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則とし

て○・八○から○・八五までの間で都道府県知事が定める値
β 一年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値

として、原則として○・九五から○・九六までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値を、調整係数○・九五で除
した数

γ 一年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として
○・九七から○・九八までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値
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平成３０年度診療報酬の改定について
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○ 入院医療の評価の基本的な考え方としては、個々の患者の状態に応じて、適切に医療資源が投入され、より
効果的・効率的に質の高い入院医療が提供されることが望ましい。

○ 患者の状態や医療内容に応じた医療資源の投入がなされないと、非効率な医療となるおそれや、粗診粗療と
なるおそれがある。

医
療
ニ
ー
ズ
（
患
者
の
状
態
、
医
療
内
容
等
）

医療資源の投入量
（職員配置, 医療提供等）

急性期入院医療を
提供する機能

長期療養を要する患
者への入院医療を提
供する機能

一般病床療養病床

医療ニーズが低い患者に多くの医
療資源を投入すると非効率な医療
となるおそれ

医療ニーズが高い患者に必要な医療資
源が投入されないと粗診粗療となるお
それ

医療資源（高）
医療ニーズ（低）

集中的なリハビリテー
ションの提供や自宅等へ

の退院支援機能

医療資源（低）
医療ニーズ（高）

入院医療の評価の基本的な考え方 （イメージ）
平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価①
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看護職員配置
（１０対１）

＋

急性期医療

一般病棟入院基本料（７対１、
１０対１）を再編・統合

一般病棟入院基本料（１３対１、
１５対１）等を再編・統合

療養病棟入院基本料（２０対１、
２５対１）を再編・統合

回復期リハビリテーション
病棟入院料（特定入院料、
包括評価）

※ 特定機能病院、専門病院、精神病棟、結核病棟、障害者施設等、その他の特定入院料等については、特定の機能や対象患者
を想定した入院料のため、上記には含めていない。

7対
１

13対１

看護職員配置
（１５対１）

＋

地域包括ケア病棟入院料
（特定入院料、包括評価）

看護職員配置
（２０対１）

医療区分２・３
の患者割合

急性期医療～長期療養

平均在院日数

現行の
７対１
相当の
要件を
適用

30％

(29％)

(28％)
27％

現行の
１３対１
相当の
要件を
適用

80％

50％

平均在院日数

＋

経過措置１（25対１以上、
かつ、20対１未満又は
50％未満）

長期療養

回復期
リハ

入院医療評価体系について、基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分との二つの評
価を組み合わせた新たな評価体系に再編・統合する。なお、新たな評価体系となる入院料は、急性期医療、急性
期医療～長期療養、長期療養の機能に大別される。

急性期の患者割合

21％
15％

経過措置２
（25対１未満）

自宅等か
らの受入
実績等

リハビリによる
機能回復の実
績等

地域包括
ケア

新たな入院医療の評価体系と主な機能（イメージ）
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価②
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【平成30年度改定】

【現行】

急性期一般入院基本料

【実績部分】

重症度、医療・看護必要
度の該当患者割合
【見直し後の基準】
Ⅰ）現行の評価方法
Ⅱ）診療実績データによ
る評価方法

1591点

1387点
1377点1357点

1332点

24％

一般病棟
７対１

入院基本料

25％
一般病棟入院基本料

一般病棟
10対１

入院基本料

看護必要度加算１～３

18％12％

【基本部分】

1,591点
1,561点

（24％）
（23％）

1,491点
1,387点

1,377点
1,357点

1,332点

27％
21％

15％

入院料７

30％

中間①中間②

入院料６ 入院料５ 入院料４ 入院料３ 入院料２ 入院料１

（25％）

（22％）（17％）
（12％）

入院料４～７（10対１）から入院料
２～３に、直接届出できない（入院
料１の実績が必要）

現行の
７対１
相当

現行の７対１について
ニーズに応じた弾力的か
つ円滑な対応を可能に

＜要件＞
・入院料１の届出実績が必要
・調査の対象
・該当患者割合は診療実績デー
タを用いて評価
・200床未満の経過措置

一般病棟入院基本料（７対１、10対１）の再編・統合のイメージ

－
－

52

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑤ （１）急性期医療

×

×
報酬の差が大きいこと、また、管
理単位が異なると弾力的な傾斜
配置ができないことから、７対１
から１０対１への届出変更は実質
的に困難な状態

（45点）
（55点）

（25点）

（ ）内は重症度、医療・看護
必要度Ⅱの該当患者割合

204点（※）
※ 200床の病院で、
入院基本料の差を
試算すると、年間約
1.2億円程度と推計
され、影響が非常に
大きい



 一般病棟入院基本料（７対１、10対１）について、入院患者の医療の必要性に応じた適切な評価を選択できる
よう、実績に応じた評価体系を導入し、将来の入院医療ニーズの変化にも弾力的に対応可能とするため、急性
期一般入院料１～７に再編する。

急性期一般入院基本料（急性期一般入院料１～７）の内容

入院料７ 入院料６ 入院料５ 入院料４ 入院料３ 入院料２ 入院料１

看護職員
10対１以上

（７割以上が看護師）

７対１以上
（７割以上が
看護師）

患者割合

［ ］内は
200床未満の
経過措置

重症度、
医療・看護
必要度Ⅰ*1

測定していること １５％以上 ２１％以上 ２７％以上
－

［２６％以上］
－

［２７％以上］
３０％以上

重症度、
医療・看護
必要度Ⅱ*2

測定していること １２％以上 １７％以上 ２２％以上
２３％以上
［２１％以上］

２４％以上
［２２％以上］

２５％以上

平均在院日数 21日以内 18日以内

在宅復帰・
病床機能連携率

－ ８割以上

その他 －

・入院医療等に関する調査への
適切な参加
・届出にあたり入院料１の届出実績
が必要

医師の員数が入
院患者数の100
分の10以上

データ提出加算 ○

点数 1,332点 1,357点 1,377点 1,387点 1,491点 1,561点 1,591点

53
*１：現行方法による評価 *２：診療実績データを用いた場合の評価
［ ］内は許可病床数200床未満の一般病棟７対１入院基本料の経過措置

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑥ （１）急性期医療



1126点

960点

入院料１入院料３

地域一般入院基本料

【実績部分】
・現行の13対1入院基本料相当の実績
・重症度、医療・看護必要度の測定
（※ 段階的な評価に用いる指標については、改定後にさらに検討）

再
編

1121点

960点

13対１入院基本料15対１入院基本料

看護職員配置
13対１

看護師比７割
平均在院日数24日

看護職員配置
15対１

看護師比４割
平均在院日数60日

1121点

（13対１相
当の実績）

【基本部分】
看護職員配置 15対1

入院料２

（13対１相
当の実績）

測定

【現行】 【平成30年度改定】

一般病棟入院基本料（13対１、15対１）の再編・統合のイメージ
平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑮ （２）急性期医療～長期療養
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 一般病棟入院基本料（13対１、15対１）について再編・統合し、新たに、地域一般入院基本料とす

る。

地域一般入院基本料１～３の内容

入院料３ 入院料２ 入院料１

看護職員
15対1以上

（４割以上が看護師）
13対1以上

（７割以上が看護師）

平均在院日数 60日以内 24日以内

重症度、医療・
看護必要度の

測定
－ 〇

点数 960点 1,121点 1,126点

平成30年度診療報酬改定 Ⅰ－１．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価⑯ （２）急性期医療～長期療養

55



看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進①

現行

【急性期看護補助体制加算】

25対１～75対１
160点
～80点

夜間30対１～100対１
40点

～20点

夜間看護体制加算 10点

改定後

【急性期看護補助体制加算】

25対１～75対１
210点

～130点

夜間30対１～100対１
90点

～70点

夜間看護体制加算 60点

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善③

 看護職員の負担軽減、看護補助者との業務分担・共同を推進し、身体的拘束の低減等、より質
の高い療養環境の提供を目指す観点から、看護補助者の配置に関する評価及び看護職員の夜間
配置に関する評価を充実する。

看護補助者の配置に関する評価の充実

障害者病棟における看護補助者の配置に対する評価

 障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることができるよう、障害者施設等入院基本料（７対１、10対
１）を算定する病棟において、看護補助者の配置及び夜間における看護職員の負担軽減に資する取組に係
る評価を新設する。

［施設基準］
① 看護補助者の数は、常時30対１以上であること。
② 夜勤を行う看護補助者の数は、常時75対１以上（みなし看護補助者を除く）で
あること。
③ 障害者施設等入院基本料（７対１、10対１に限る。）を算定する病棟であること。

［施設基準］
① 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な管理業務等の
体制が整備されていること。
② 看護補助加算を算定する病棟であること。

現行

【看護補助加算】

看護補助加算１～３
109点
～56点

夜間75対１ 30点

［施設基準］
13対１入院基本料（一般病棟入
院基本料又は専門病院入院基
本料に限る。）を算定する病棟で
あること。

夜間看護体制加算 150点

改定後

【看護補助加算】

看護補助加算１～３
129点
～76点

夜間75対１ 40点

［施設基準］
地域一般入院料１若しくは２又
は13対１入院基本料を算定する
病棟であること。

夜間看護体制加算 165点

(新) 看護補助加算（１日につき）
イ 14日以内の期間 129点
ロ 15日以上30日以内の期間 104点

(新) 夜間看護体制加算 150点（入院初日）
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看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進②

 療養病棟入院基本料を算定する病棟のうち、日常生活の支援が必要な患者が一定割合以上入院する病棟
において、夜間に看護職員等の手厚い配置をし、身体的拘束を最小化する取組を行っている場合の評価を
新設する。

(新) 夜間看護加算 35点（１日につき）

療養病棟における夜間看護体制の充実

［施設基準］
① 夜勤を行う看護要員の数は、常時16対１以上であること。

② ＡＤＬ区分３の患者を５割以上入院させる病棟であること。

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善④

看護補助者の配置に係る加算の要件の見直し

 看護補助者の配置に係る加算について、業務分担・共同を推進し、より質の高い療養環境を提供するために、
要件を見直す。

① 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、定期的に看護及び看護補助の業務内容を見直すと
ともに、身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求める。

② 看護補助者の配置に係る加算を算定する場合は、看護補助者への院内研修の実施を求める。

１．医療制度の概要
２．医療チーム・看護
チームの一員として
の看護補助業務

３．基礎的な知識・技術
４．日常生活にかかわる
業務
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看護職員と看護補助者との業務分担・共同の推進③
平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑤

急性期一般病棟における看護職員の夜間配置の評価を充実・新設

 看護職員夜間配置加算の評価を充実する。また、急性期一般入院基本料のうち重症度の高い患者が一定
割合以上入院する病棟における夜間看護職員の配置に係る評価を新設する。

現行

【看護職員夜間配置加算】

夜間12対１配置加算１
夜間12対１配置加算２
夜間16対１配置加算

80点
60点
40点

改定後

【看護職員夜間配置加算】

夜間12対１配置加算１
夜間12対１配置加算２
夜間16対１配置加算１
(新) 夜間16対１配置加算２

95点
75点
55点
30点

［看護職員夜間16対１配置加算２の施設基準］
① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 急性期一般入院料２、３、４、５又は６を算定する病棟である
こと。

地域包括ケア病棟における夜間看護配置の評価

 地域包括ケア病棟のうち認知症等の患者が一定割合以上入院する病棟において、夜間の看護職員の配置
に係る評価を新設する。

(新) 看護職員夜間配置加算 55点
（１日につき）

［施設基準］
① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 行動制限最小化委員会を設置していること。
③ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体
制が整備されていること。

精神科救急入院料等における夜間看護職員体制の充実

 精神科救急入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する病棟において、夜間に看護職員の手厚い配
置をし、身体的拘束等の行動制限を最小化するとともに、夜間における看護職員の負担軽減に資する取組
を行っている場合の評価を新設する。

(新) 看護職員夜間配置加算 55点
（１日につき） ※入院した日から起算して30日を限度

［施設基準］
① 夜勤を行う看護職員の数は、常時16対１以上であること。

② 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準（Ｂ項目のうち、
「診療・療養上の指示が通じる」又は「危険行動」）を満たす患者を、
３割以上入院させる病棟であること。
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 病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組がさらに進むよう、総合入院体制加算の要
件となっている病院勤務医の負担軽減等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全
体に拡大し、取組内容を整理する。

医療従事者の勤務環境改善の取組の推進

59

平成30年度診療報酬改定 Ⅲ－１．チーム医療等の推進(業務の共同化、移管等)等の勤務環境の改善⑧

改定後（総合入院体制加算 施設基準（抜粋））

病院に勤務する医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備。

ア 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改
善の必要性等について提言するための責任者を配置。

イ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議※を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に
資する計画」を作成すること。当該委員会又は会議は、当該計画の達成状況の評価を行う際等、必要に応じて開催。

※ 当該保険医療機関における安全衛生委員会等既存の委員会を活用して差し支えない。

ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含め
た医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とする。また、当該計画を職員に対して周知徹底している。

エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも２項目以上を含む。

① 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組み（許可病床の数が 400
床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。）

② 院内保育所の設置（夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい）

③ 医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減

④ 病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善

⑤ 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開。



働き方改革を推進するための関係
法律の整備に関する法律の概要
（平成３０年法律第７１号）
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施行期日 Ⅰ：公布日（平成３０年７月６日）
Ⅱ：平成３１年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成３２年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の見直しは平成３５年４月１日）
Ⅲ：平成３２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成３３年４月１日）

※（衆議院において修正）改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定めることとする。(雇用対策法)

※（衆議院において修正）中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働
含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化）
※（衆議院において修正）高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法）
２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※（衆議院において修正）事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する努力義務規定を創設。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的
に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、①派
遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関する

ガイドラインの根拠規定を整備。 （※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備
１の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
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Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進（雇用対策法の改正）

○ 労働施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者が
その能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを法の目的として明記する。

○ 法律の題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」とする。

○ 労働者は、職務及び職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、これらに即した公正な評価及び処遇その他の措置が効果的に実施されることによ
り、職業の安定が図られるように配慮されるものとすることを加える。

○ 労働者の多様な事情に応じた「職業生活の充実」に対応し、働き方改革を総合的に推進するために必要な施策として、現行の雇用関係の施策に加
え、次のような施策を新たに規定する。
▶ 労働時間の短縮その他の労働条件の改善 ▶ 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保
▶ 多様な就業形態の普及 ▶ 仕事と生活（育児、介護、治療）の両立

○ 事業主の役割の重要性に鑑み、その責務に、「職業生活の充実」に対応したものを加える。

▶ 労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて就業できる環境の整備に努めな
ければならない。

○ 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働施策の総合的な推進に関する基本方針（閣議決定）を
定める。

○ 基本方針に盛り込む他省庁と連携すべき取組について、厚生労働大臣から関係大臣等に必要な要請を行うことができる。

○ 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するに当たっては、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなけ
ればならない。

○ 国は、労働施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、基本方針を変更しなければならない。

（衆議院において修正）

○ 国は、基本方針に定められた施策の実施について、中小企業における取組が円滑に進むよう、協議会の設置等の連携体制の整備に必要な施策を
講ずるように努めるものとする。

１ 題名と目的規定等の改正

２ 国の講ずべき施策

３ 事業主の責務

４ 基本方針の策定

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議
決定）を定めることとする。
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① 時間外労働の上限規制の導入

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満
（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。（平成３５年４月１日施行）

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

（１）長時間労働の是正

自動車運転の業務 改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。

建設事業
改正法施行５年後に、一般則を適用。（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月平均８０時間以内の要件は適用しな
い。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。）。

医師
改正法施行５年後に、時間外労働の上限規制を適用。
具体的な上限時間等は省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行５年間は、１か月１００時間未満・複数月８０時間以内の要件は適用しない。（改正法施行５年後に、一般則を適用）

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）

限度時間
１か月４５時間

１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

平成27年法案と同内容

【適用猶予・除外の事業・業務】

※行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労基法第36条第９項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引
の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。（経過措置）

＜参照条文：改正後の労働基準法第36条＞

７ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る
割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
９ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

平成27年法案と同内容
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○ 勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

○ 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会
の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

（衆議院において修正）
○ 事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。

④ 労働時間の状況の把握の実効性確保
・労働時間の状況を省令で定める方法（※）により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法の改正）
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

① フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長する。

② 特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収（少なくとも1,000万円以上）を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事す

る場合に、年間１０４日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、
労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせ
なければならないこととする。（※労働安全衛生法の改正）

（衆議院において修正）
・ 対象労働者の同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とする。

・健康確保措置として、年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置、②１月又は３月の在社時間等の上限措置、
③２週間連続の休日確保措置、④臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化（選択的措置）。

○ 事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければならないこととする。

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場） 等

○ 事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする。（産業医の選任義務

のある労働者数50人以上の事業場） 等

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

平成27年法案
からの修正点

（２）多様で柔軟な働き方の実現

平成27年法案と同内容

平成27年法案と同内容
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○ 短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごと
に、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

（有期雇用労働者を法の対象に含めることに伴い、題名を改正（「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法
律」））

○ 有期雇用労働者について、正規雇用労働者と①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇の
確保を義務化。

○ 派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件（同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と
同等以上の賃金であること等）を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。

○ また、これらの事項に関するガイドラインの根拠規定を整備。

「働き方改革実行計画」に基づき、以下に示す法改正を行うことにより、同一企業内における正規雇用労働者と
非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

○短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

○ １の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ＡＤＲを整備。

１．不合理な待遇差を解消するための規定の整備

２．労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

３．行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
（医療機関の規模別の適用関係（概要））

項目名 規制の概要
中小企業規模の
医療機関※

それ以外の
医療機関

時間外労働
の上限規制

原則として月45時間、年360時間等
とする罰則付きの上限規制を導入す
る

医師を除き

H32.4.1から適用
医師を除き

H31.4.1から適用

割増賃金率
月60時間を超える時間外労働に係る
割増賃金率を50％以上とする

H35.4.1から適用
（既に適用あ
り）

年次有給休
暇

10日以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対し、5日について、毎
年時季指定して与えなければならな
いとする（労働者が時季指定したり
計画的付与したものは除く）

H31.4.1から適用

労働時間の
状況の把握

省令で定める方法（現認や客観的な
方法となる予定）により把握をしな
ければならないとする

H31.4.1から適用

産業医
産業医が行った労働者の健康管理等
に関する勧告の内容を衛生委員会に
報告しなければならないとする等

H31.4.1から適用
（ただし、産業医の選任義務のある労働
者数50人以上の事業場）

※ 医療業における“中小企業”の基準
⇒企業単位でみて ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下 又は ｉｉ）常時使用する労働者の数が100人以下
（なお、持分なし医療法人や社会福祉法人等の「資本金」や「出資金」がない法人格の場合は、法人全体の常時使用する労働者の数のみで判断する） 66



医師の働き方改革について
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◎：座長

◆第１回（平成29年８月２日） 医師の働き方改革について

◆第２回（平成29年９月21日） 労働時間法制等について

◆第３回（平成29年10月23日） 医師の勤務実態について

◆第４回（平成29年11月10日） 勤務環境改善策について

◆第５回（平成29年12月22日） 勤務医の健康確保等について

◆第６回（平成30年１月15日） 中間論点整理・緊急対策

（骨子案）について

◆第７回（平成30年２月16日） 中間論点整理・緊急対策について

◆第８回（平成30年７月９日） 今後の進め方等について

◆第９回（平成30年９月３日） 宿日直、自己研鑽等について

◆第10回（平成30年９月19日） 応召義務等について

構成員

検討のスケジュール

赤星 昂己

荒木 尚志

猪俣 武範

今村 聡

岩村 正彦

戎 初代

岡留 健一郎

片岡 仁美

城守 国斗

工藤 豊

黒澤 一

渋谷 健司

島田 陽一

鶴田 憲一

遠野 千尋

豊田 郁子

中島 由美子

裵 英洙

馬場 武彦

福島 通子

三島 千明

村上 陽子

森本 正宏

山本 修一

◎

東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター救急医

東京大学大学院法学政治学研究科教授

順天堂大学附属病院医師

公益社団法人日本医師会女性医師支援センター長

東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京ベイ・浦安市川医療センター集中ケア認定看護師

福岡県済生会福岡総合病院名誉院長

岡山大学医療人キャリアセンターMUSCATセンター長

公益社団法人日本医師会常任理事

保健医療福祉労働組合協議会事務局次長

東北大学環境・安全推進センター教授

東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授

早稲田大学法学学術院教授

全国衛生部長会会長

岩手県立久慈病院副院長

特定非営利法人架け橋理事長

医療法人恒貴会 訪問看護ステーション愛美園所長

ハイズ株式会社代表取締役社長

社会医療法人ペガサス理事長

塩原公認会計士事務所特定社会保険労務士

青葉アーバンクリニック総合診療医

日本労働組合総連合会総合労働局長

全日本自治団体労働組合総合労働局長

千葉大学医学部附属病院院長

（１） 新たな医師の働き方を踏まえた医師に対する時間
外労働規制の具体的な在り方

（２） 医師の勤務環境改善策
（３） その他

本検討会の検討事項

「医師の働き方改革に関する検討会」について
◆ 働き方改革実行計画（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）においては、長時間労働の是正のため、労働基準法を改正し、罰則

付きの時間外労働の上限規制をはじめて法律で導入する方向性が示されている。

◆ この中で、医師については、医師法（昭和23年法律第201号）に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であることから、時間
外労働規制の対象とするものの、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用することとし、具体的には、医療界の参加の下で検討の
場を設け、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得るとされた。これを踏まえ、本検討会を
開催するものである。

（※五十音順）（計24名）
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「医師の働き方改革に関する検討会」 中間論点整理等について
 医師の働き方改革に関する検討会において「中間論点整理」「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」をとりまとめた。

（平成30年２月27日）

 「中間論点整理」は、これまでの議論における意見をとりまとめるもの（最終報告は平成３０年度末を予定）。

 「緊急的な取組」は、医師の勤務実態の改善のため、個々の医療機関がすぐに取り組むべき事項等を示すもの。

中間論点整理の概要

医師の勤務実態の分析状況と今後の検討に関する論点
（勤務実態の分析状況）

 特に長時間勤務となっているのは、病院勤務医、若手医師、
産婦人科・外科・救急科、臨床研修医。

 長時間勤務の要因は、緊急対応や手術・外来対応の延長、
自己研鑽のほか、時間外での患者説明等。

 その背景には、患者数の多さ、応召義務の存在、医師以外
の職種への業務の移管が進んでいない現場の勤務環境等
がある。

（今後の検討に関する論点に係る意見）

 追加調査の実施も含め、引き続き勤務実態を明らかにす
るデータ分析が必要ではないか。

 社会情勢等の変化の中、今後の応召義務をどう考える
か。

 自己研鑽について労働時間への該当性の考え方が必要
ではないか。

 現行の宿日直許可基準の見直しが必要ではないか。 等

病院常勤勤務医の週当たり勤務時間 週当たり勤務時間60時間以上の病院常勤医師の診療科別割合 時間外労働の主な理由

なぜ今医師の働き方改革が必要なのか

 医師は、昼夜を問わず患者対応を求められうる仕事であり、
他職種と比較しても抜きん出て長時間労働の実態にある。

 さらに、日進月歩の医療技術、質の高い医療に対するニーズの
高まり、患者へのきめ細かな対応等により拍車がかかっている。

 医師の健康確保、医療の質や安全の確保の観点から、
長時間労働を是正していく必要。

 患者側等も含めた国民的関わりによって我が国の医療
提供体制を損なわない改革を進める必要。

（％）

出典：平成27年度厚生労働省医療分野の勤務環境改善
マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する
支援の充実を図るための調査・研究事業報告書「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」（平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）結果を基に医政局医事課で作成 69



勤務環境改善に関する取組の現状と今後の方向性に関する論点
※ 働き方改革の実効性を確保するためには勤務環境改善策が重要との意見が多く、具体的な検討を深めていく。
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(n=639)
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（今後の方向性に関する論点に係る意見）

 産業医による面接指導等、既存の健康管
理措置の着実な実施

 医師の行うべき業務とそうでない業務の明
確化、業務の移管に向けた具体的な検討

 医師事務作業補助者等の活用

 看護職員による実施率が高い点滴の実施、
静脈ラインの確保等について移管の推進

 複数主治医制への移行等、業務の共同化

 女性医師等の両立支援（多様で柔軟な働
き方の推進、保育サービスの充実等）

 ICTを活用した勤務環境改善

 都道府県医療勤務環境改善支援センター
による支援の推進 等

経営管理の観点に関する論点

 意識改革や財政面を含めた支援の在り方
が課題となるのではないかとの意見が
あった。

関係者の役割に関する論点
 多様な関係者の参画・協力の必要性

時間外労働規制の在り方についての今後の検討に関する論点

 上限時間については、脳・心臓疾患の労災認定基準（※）を超えない水準
とすべき、必要な医療ニーズに対応できる医療提供体制を維持できる水
準とすべき、米国の研修医等諸外国を参考とすべき等の意見があった。

 医師の特殊性にかかる整理、医師に対する新たな労働時間制度の検討、
国民の理解を得るための周知の推進等の必要性の指摘があった。

※ 時間外労働１か月100時間・２～６か月平均80時間

（四病院団体協議会による調査） （全国医学部長病院長会議による調査）

（現状）

 医療法に基づき、各医療機関の管理者に勤務環境改善等への
取組の努力義務や、都道府県による医療勤務環境改善支援セ
ンター等の枠組みが整備されている。

（その他の意見）
 医師以外の医療従事者の勤務環境への留意、個々の医療機関の取組だけでなく地域の医療提供体制全体で検討する必要性
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医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要

医師の労働時間
管理の適正化に
向けた取組

３６協定等の
自己点検

産業保健の
仕組みの活用

タスク・シフ
ティング（業務の移

管）の推進

医療機関の
状況に応じた
医師の労働時間
短縮に向けた取組

勤務医を雇用する個々の

医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な
取組を進めることが重要。

考
え
方

勤
務
医
を
雇
用
す
る
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組
項
目

医師の労働時間短縮に

向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに
ついて、早急な検討が必要。

医療機関における経営の

立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の

主体的な取組を支援。

 まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
 ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を

上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。

 ３６協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。

 医師を含む自機関の医療従事者とともに、３６協定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。

 労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい
る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。

 点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知（※）

等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して
実施し、医師の負担を軽減する。

 特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。

 全ての医療機関において取り組むことを基本とする１～５のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）、勤務間イン
ターバルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。

行
政
の

支
援
等

 厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに
よる相談支援等の充実 等

女性医師等の支援  短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。

※

１
～
３
に
つ
い
て
は
現
行
の
労
働
法
制
に
よ
り
当
然
求
め
ら
れ
る
事
項
も

含
ん
で
お
り
、
改
め
て
、
全
医
療
機
関
に
お
い
て
着
実
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
。

１

２

３

４

５

６

※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
担の推進について」（平成19年12月28日医政発1228001号）
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他
職
種
に
分
担
で
き
る
割
合
（％

）

院内の物品の
運搬・補充、患者の
検査室等への移送

患者への
説明・

合意形成

血圧などの
基本的な

バイタル測定
・データ取得

医療記録
(電子カルテの記載)

医療事務(診断書等
の文書作成、予約

業務)

５０代以下常勤医師

他職種(看護師や事務職員等のコメディカル職種)との分担

（他職種に分担できる割合（％））
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医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査 （平成28年度厚生労働科学特別
研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）

○ １日で５つの業務に費やした平均約 240 分のうち、20%弱（約47分）が他業種に分担可能。



医師の働き方改革に関する検討の今後の進め方（案）

 医師の働き方改革に関しては、「医師の働き方改革に関する検討会」において、医師の時間外労働の上限時間数の設
定を初めとした対応の方向性を今年度中にとりまとめる必要がある。

 今後の議論を、
(1) 働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿

（国民の医療のかかり方、タスク・シフティング等の効率化、医療従事者の勤務環境改善等）
(2) 働き方改革の検討において考慮すべき、医師の特殊性を含む医療の特性
(3) 医師の働き方に関する制度上の論点（時間外労働の上限時間数の設定、宿日直や自己研鑽の取扱い等）

の３つのトラックで進め、「医師の働き方改革を通じて医療をよくしていく」という大きなビジョンでまとめていくこと
としてはどうか。

(1)働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医
療提供の姿（国民の医療のかかり方、タスク・シフティン
グ等の効率化、医療従事者の勤務環境改善等）

(2)医師の特殊性
を含む医療の特性

(3)医師の働き方に関する制度上
の論点（時間外労働の上限時間
数の設定等）

９
月

10
～
12
月

１
～
３
月

【今後の進め方（年度内）】

医療のかかり方
に関して、懇談
会を設置予定

さらなるタス
ク・シフティ
ングの議論

宿日直・自己研鑽
に関する議論

応召義務
の整理

勤務環境改善の方向
性についての議論

上限時間数等の制度上の論点
に関する議論（複数の試案）地域医療影響、経営影響の検証

医療の特性の
整理（検討会へ報告

しつつ議論）

目指していく医療提供の方向性（たたき台）

とりまとめ（案）骨子

とりまとめ

※上限時間数等にかかる労政審（労働条件分科会）での審議は、平成31年度～

第９回医師の働き
方改革に関する検
討会 資料１
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医師需給分科会について
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１．目的

今後、高齢社会が一層進む中で、人口構造の変化や地域の実情に応じた医療提供体制を構築するため、
地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在等の是正などの観点を踏まえた医療従事者の需給の検討
が必要であることを踏まえ、医師・看護職員等の医療従事者の需給を見通し、医療従事者の確保策、地域
偏在対策等について検討する。

２．検討事項
・ 医療従事者の需給の見通しについて
・ 医療従事者の確保策、地域偏在対策等について

３．構成員（○は座長）
相澤 孝夫 （日本病院会会長）
荒井 正吾 （奈良県知事）
新井 一 （全国医学部長病院長会議会長）
尾形 裕也 （九州大学名誉教授）
小川 彰 （岩手医科大学理事長）
荻原 喜茂 （日本作業療法士協会副会長）
片峰 茂 （長崎大学前学長）
鎌田 久美子 （日本看護協会常任理事）
加納 繁照 （日本医療法人協会会長）
釜萢 敏 （日本医師会常任理事）
神野 正博 （全日本病院協会副会長）
北村 聖 （国際医療福祉大学医学部長）
権丈 善一 （慶應義塾大学商学部教授）
高砂 裕子 （全国訪問看護事業協会常務理事）

４．スケジュール

・ 平成27年12月より開催
・ 平成２８年６月３日 中間取りまとめ（平成３０年度・３１年度までの医学部定員の基本的方針等）
・ 平成２９年１２月２１日 第２次中間取りまとめ（医師偏在対策）
・ 平成３０年５月３１日 第３次中間取りまとめ（平成３２年度以降の医師養成数）

医療従事者の需給に関する検討会

野口 晴子 （早稲田大学政治経済学術院教授）
春山 早苗 （自治医科大学看護学部長）
半田 一登 （日本理学療法士協会会長）
平川 博之 （全国老人保健施設協会副会長）
福井 次矢 （聖路加国際大学学長）
伏見 清秀 （東京医科歯科大学医歯学総合研究科教授）
邉見 公雄 （全国自治体病院協議会会長）
本田 麻由美 （読売新聞東京本社編集局生活部次長）
松田 晋哉 （産業医科大学医学部教授）
松原 謙二 （日本医師会副会長）
水間 正澄 （昭和大学名誉教授 （リハビリテーション医学））

○ 森田 朗 （津田塾大学総合政策学部教授）
山口 育子 （認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長）
山崎 學 （日本精神科病院協会会長）

全国・地域の需給状況や確保のための対策が異なる
ことから①医師、②看護職員、③理学療法士・作業療
法士ごとに分科会を設置し検討。

（※オブザーバー：文部科学省高等教育局医学教育課長）
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○ 医師需給は、労働時間を週60時間程度に制限する等の仮定をおく「需要ケース２」にお
いて、平成32年度医学部入学者が臨床研修を修了すると想定される2028年（平成40年）
頃に均衡すると推計される。

・供給推計 今後の医学部定員を平成30年度の9,419人として推計。

※１ 勤務時間を考慮して、全体の平均勤務時間と性年齢階級別の勤務時間の比を仕事率とした

・需要推計 分科会において了承の得られた仮定に基づき、以下の通り、一定の幅を持って推計を行った。
・ケース１（労働時間を週55時間に制限等≒月平均60時間の時間外労働に相当）
・ケース２（労働時間を週60時間に制限等≒月平均80時間の時間外・休日労働に相当）
・ケース３（労働時間を週80時間に制限等≒月平均160時間の時間外・休日労働に相当）

※２ 医師の働き方改革等を踏まえた需要の変化についても、一定の幅を持って推計を行った

平成３２年度以降の医師養成数について

2028年（平成40年）頃※に約35万人で均衡
※平成32年度医学部入学者が臨床研修を修了

供給推計

需要ケース１
需要ケース２

需要ケース３
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医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会
第３次中間とりまとめ（抜粋）

平成34年度（2022年度）以降の医師養成数につい

ては、以上に示した医師の働き方改革や労働実態、
医師偏在対策や医師偏在の状況等を勘案し、定期
的に医師需給推計を行ったうえで、将来的な医学
部定員の減員に向けて、医師養成数の方針等につ
いて見直していくべきである。
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